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平成19年３月20日付け三重県公報号外に ｢公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する規
則｣ が次のように掲載されました｡
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お知らせ ○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する規則 …… 人 材 政 策 室 １頁
○ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す
る条例 (教育委員会関係分抜粋) ……………………………………………… 教 育 総 務 室 ２頁

○ 学校教育法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例 ………………………………………………………………………… 教 育 総 務 室 ２頁

○ 知事､ 副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正
する条例 (教育委員会関係分抜粋) …………………………………………… 福利・給与室 ３頁

○ 知事､ 副知事及び出納長等の給与の特例に関する条例の一部を改正す
る条例 (教育委員会関係分抜粋) ……………………………………………… 福利・給与室 ４頁

○ 三重県手数料条例の一部を科改正する条例 (教育委員会関係分抜粋) …… 人 材 政 策 室 ４頁
○ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例 ………………………………… 人 材 政 策 室 ４頁
○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する条例の一部を改正する条例 …… 人 材 政 策 室 ５頁
○ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 ………………………………… 予 算 経 理 室 ５頁
○ 三重県立特殊教育諸学校条例の一部を改正する条例 ………………………… 小中学校教育室 ６頁

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 山 根 一 枝
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公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

改 正 す る 。

第 五 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 五 条 削 除

第 六 条 第 一 項 中 ｢ 定 め 、｣ の 下 に ｢ 又 は ｣ を 加 え 、 ｢ 置 き 、 又 は 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ り 休 息 時 間 を ｣ を 削 る 。

第 七 条 第 一 項 中 ｢ 第 九 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 八 条 第 一 項 ｣ に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 ｢ 並 び に 盲 学 校 、 聾 学 校 及 び 養 護

学 校 ｣ を ｢ 及 び 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

第 七 条 の 二 か ら 第 七 条 の 四 ま で の 規 定 中 ｢ 第 九 条 の 二 第 一 項 ｣ を ｢ 第 九 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

� � 	

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 七 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に
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平成19年３月20日付け三重県公報号外に教育委員会関係条例が次のように掲載されました｡
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第 七 条 の 五 か ら 第 七 条 の 七 ま で の 規 定 中 ｢ 第 九 条 の 二 第 二 項 ｣ を ｢ 第 九 条 第 二 項 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 三 条 中 ｢ 、 休 息 時 間 ｣ を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )

地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������

地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 案

( 略 )
( 三 重 県 母 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 等 の 一 部 改 正 )

第 八 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ｢ 、 出 納 長 ｣ を 削 る 。

一 三 重 県 母 子 福 祉 セ ン タ ー 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 二 十 六 号 ) 第 三 条 第 二 項

二 三 重 県 営 総 合 競 技 場 条 例 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ) 第 三 条 第 二 項

三 三 重 県 都 市 公 園 条 例 ( 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 条 例 第 三 十 三 号 ) 第 十 四 条 の 三 第 二 項

四 三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 ( 昭 和 五 十 年 三 重 県 条 例 第 三 十 号 ) 第 二 条 第 二 項

五 三 重 県 営 ラ イ フ ル 射 撃 場 条 例 ( 昭 和 五 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ) 第 二 条 第 二 項

六 三 重 県 身 体 障 害 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 条 例 ( 昭 和 六 十 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ) 第 三 条 第 二 項

七 三 重 県 立 鈴 鹿 青 少 年 セ ン タ ー 条 例 ( 昭 和 六 十 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ) 第 三 条 第 二 項

八 み え こ ど も の 城 条 例 ( 平 成 元 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ) 第 三 条 第 二 項

九 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 ( 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 三 重 県 営 サ ン ア リ ー ナ 条 例 ( 平 成 六 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 一 三 重 県 総 合 文 化 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 六 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 二 三 重 県 交 通 安 全 研 修 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 五 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 三 三 重 県 特 定 公 共 賃 貸 住 宅 条 例 ( 平 成 八 年 三 重 県 条 例 第 二 十 八 号 ) 第 三 十 条 第 二 項

十 四 三 重 県 営 住 宅 条 例 ( 平 成 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 二 号 ) 第 五 十 一 条 第 二 項

十 五 三 重 県 立 ゆ め ド ー ム う え の 条 例 ( 平 成 九 年 三 重 県 条 例 第 五 十 七 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 六 三 重 県 視 覚 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 十 七 年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ) 第 三 条 第 二 項

十 七 三 重 県 立 熊 野 古 道 セ ン タ ー 条 例 ( 平 成 十 八 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ) 第 三 条 第 二 項

( 略 )

附 則

( 略 )
( 出 納 長 等 に 関 す る 経 過 措 置 )

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 在 職 す る 出 納 長 の 任 期 中 に 限 り 、 第 八 条 の 規 定 に

よ る 改 正 前 の 同 条 各 号 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 、 第 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 条 例 第 二

条 の 規 定 及 び 第 十 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 副 出 納 長 設 置 お よ び 定 数 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お

そ の 効 力 を 有 す る 。

( 略 )

学 校 教 育 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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学 校 教 育 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例

( 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )
第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 三 備 考 ( 一 ) 中 ｢助教授､ 講師｣ を ｢准教授､ 講師､ 助教｣ に 改 め る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 二 号 中 ｢ 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 及 び 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 ｢ 、 盲 学

校 、 聾
ろ う

学 校 及 び 養 護 学 校 ｣ を ｢ 及 び 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

第 十 七 条 第 二 項 第 八 号 中 ｢ 特 殊 学 校 勤 務 手 当 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 勤 務 手 当 ｣ に 、 ｢ 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 及 び 養 護

学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 三 項 中 ｢ 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 若 し く は 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 一 備 考 ( 一 ) 中 ｢､ 盲学校､ 聾
ろう

学校及び養護学校｣ を ｢及び特別支援学校｣ に 改 め る 。

別 表 第 五 第 八 号 の 項 中 ｢ 特 殊 学 校 勤 務 手 当 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 勤 務 手 当 ｣ に 改 め る 。

( 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 三 条 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 、 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 及 び 養 護 学 校 ｣ を ｢ 及 び 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 改 正 )

第 四 条 三 重 県 建 築 基 準 条 例 ( 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 条 例 第 三 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 中 ｢ 盲 学 校 、 ろ う 学 校 、 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 教 育 職 員 特 別 免 許 状 授 与 審 査 委 員 の 設 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 五 条 三 重 県 教 育 職 員 特 別 免 許 状 授 与 審 査 委 員 の 設 置 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 一 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ) の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 号 中 ｢ 、 盲 学 校 、 ろ う 学 校 又 は 養 護 学 校 ｣ を ｢ 又 は 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

( 犯 罪 の な い 安 全 で 安 心 な 三 重 の ま ち づ く り 条 例 の 一 部 改 正 )

第 六 条 犯 罪 の な い 安 全 で 安 心 な 三 重 の ま ち づ く り 条 例 ( 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 九 条 第 一 項 中 ｢ 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 、 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )

知 事 、 副 知 事 及 び 出 納 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

������	�

知 事 、 副 知 事 及 び 出 納 長 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 略 )
( 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 二 条 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 八 十 一 万 五 千 円 ｣ を ｢ 八 十 万 八 千 円 ｣ に 改 め る 。

( 略 )

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 略 )
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( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )

三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

���������

三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 手 数 料 条 例 ( 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
( 略 )

別 表 第 一 第 三 百 五 十 六 号 の 項 中 ｢ 基 づ く 普 通 免 許 状 の 授 与 ｣ の 下 に ｢ 並 び に 第 五 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く

新 教 育 領 域 の 追 加 の 定 め ( 普 通 免 許 状 に 係 る も の に 限 る 。)｣ を 加 え 、 ｢ 授 与 手 数 料 ｣ を ｢ 授 与 等 手 数 料 ｣ に 改 め 、

同 表 第 三 百 五 十 八 号 の 項 中 ｢ 基 づ く 臨 時 免 許 状 の 授 与 ｣ の 下 に ｢ 及 び 第 五 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 新 教 育 領

域 の 追 加 の 定 め ( 臨 時 免 許 状 に 係 る も の に 限 る 。)｣ を 加 え 、 ｢ 授 与 手 数 料 ｣ を ｢ 授 与 等 手 数 料 ｣ に 改 め る 。
( 略 )

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 建 築 物 の 安 全 性 の 確 保 を 図 る た め の 建 築 基 準 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 九

十 二 号 ) の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 ( 略 )

二 別 表 第 一 中 第 四 十 一 号 の 十 の 項 を 第 四 十 一 号 の 十 一 の 項 と し 、 同 項 の 次 に 第 四 十 一 号 の 十 二 の 項 を 加 え る

改 正 規 定 、 同 表 中 第 四 十 一 号 の 九 の 項 を 第 四 十 一 号 の 十 の 項 と し 、 第 四 十 一 号 の 三 の 項 か ら 第 四 十 一 号 の 八

の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ る 改 正 規 定 、 同 表 第 四 十 一 号 の 二 の 項 の 改 正 規 定 、 同 表 に 第 四 十 一 号 の 二 の 項

を 加 え る 改 正 規 定 、 同 表 第 三 百 五 十 六 号 の 項 及 び 第 三 百 五 十 八 号 の 項 の 改 正 規 定 、 別 表 第 十 四 の 改 正 規 定

( 同 表 を 別 表 第 十 五 と す る 部 分 を 除 く 。) 並 び に 次 項 の 規 定 平 成 十 九 年 四 月 一 日

( 略 )

( 教 育 委 員 会 関 係 分 抜 粋 )
知 事 、 副 知 事 及 び 出 納 長 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������

知 事 、 副 知 事 及 び 出 納 長 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

知 事 、 副 知 事 及 び 出 納 長 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

( 略 )

第 一 条 中 ｢ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ｣ を ｢ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 ｣ に 、 ｢ 、 副 知 事 及 び 出 納 長 ｣ を ｢ 及 び 副

知 事 ｣ に 改 め る 。

( 略 )

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
( 略 )

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

������	���

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 号 中 ｢ 三 、 五 五 九 人 ｣ を ｢ 三 、 四 四 五 人 ｣ に 、 ｢ 一 五 〇 人 ｣ を ｢ 一 四 六 人 ｣ に 、 ｢ 三 、 九 七 六 人 ｣ を
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｢ 三 、 八 五 八 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 盲 学 校 、 聾
ろ う

学 校 及 び 養 護 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 九 〇 一 人 ｣

を ｢ 九 三 七 人 ｣ に 、 ｢ 一 、 〇 一 二 人 ｣ を ｢ 一 、 〇 四 八 人 ｣ に 改 め る 。

第 四 条 第 一 号 中 ｢ 六 、 三 八 七 人 ｣ を ｢ 六 、 三 六 四 人 ｣ に 、 ｢ 四 一 六 人 ｣ を ｢ 四 一 五 人 ｣ に 、 ｢ 四 二 〇 人 ｣ を ｢ 四

一 三 人 ｣ に 、 ｢ 七 、 三 五 九 人 ｣ を ｢ 七 、 三 二 八 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 三 、 六 〇 一 人 ｣ を ｢ 三 、 五 四 九 人 ｣

に 、 ｢ 一 六 七 人 ｣ を ｢ 一 六 八 人 ｣ に 、 ｢ 一 九 人 ｣ を ｢ 二 二 人 ｣ に 、 ｢ 一 七 八 人 ｣ を ｢ 一 七 六 人 ｣ に 、 ｢ 三 、 九 六 五 人 ｣

を ｢ 三 、 九 一 五 人 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������	


公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 を 削 り 、 第 九 条 を 第 八 条 と す る 。

第 九 条 の 二 第 二 項 中 ｢ 第 九 条 第 二 項 ｣ を ｢ 前 条 第 二 項 ｣ に 改 め 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

２ 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 中 ｢ 第 九 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 八 条 第 一 項 ｣ に 改 め る 。

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

���������


三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 三 重 県 立 長 島 高 等 学 校 の 項 を 削 る 。

別 表 第 二 授 業 料 の 欄 中 ｢ 一 一 五 、 二 〇 〇 円 ｣ を ｢ 一 一 八 、 八 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 三 、 九 七 〇 円 ｣ を ｢ 四 、 〇 九 〇 円 ｣

に 、 ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ を ｢ 一 、 七 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 三 一 、 二 〇 〇 円 ｣ を ｢ 三 二 、 四 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 三 一 〇 円 ｣ を ｢ 三

二 〇 円 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 三 重 県 立 長 島 高 等 学 校 に 在 学 し て い る 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 三 重

県 立 尾 鷲 高 等 学 校 長 島 分 校 に 在 学 し て い る も の と す る 。

３ 平 成 十 九 年 度 に お い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 二 中 ｢ 一 一 八 、 八 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 一 六 、 四 〇 〇 円 ｣ と 、

｢ 四 、 〇 九 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 四 、 〇 一 〇 円 ｣ と 、 ｢ 一 、 七 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ と 、 ｢ 三 二 、

四 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 三 一 、 二 〇 〇 円 ｣ と 、 ｢ 三 二 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 三 一 〇 円 ｣ と 、 平 成 二 十 年 度 に お い

て は 、 同 表 中 ｢ 一 一 八 、 八 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 一 七 、 六 〇 〇 円 ｣ と 、 ｢ 四 、 〇 九 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 四 、

〇 五 〇 円 ｣ と 、 ｢ 一 、 七 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 一 、 六 四 〇 円 ｣ と 、 ｢ 三 二 、 四 〇 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 三 一 、 二 〇

〇 円 ｣ と 、 ｢ 三 二 〇 円 ｣ と あ る の は ｢ 三 一 〇 円 ｣ と す る 。
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三 重 県 立 特 殊 教 育 諸 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

��������	


三 重 県 立 特 殊 教 育 諸 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 特 殊 教 育 諸 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例

第 一 条 中 ｢ 三 重 県 立 特 殊 教 育 諸 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 特 殊 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改

め る 。
第 二 条 第 一 項 中 ｢ 特 殊 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め 、 同 項 の 表 中 ｢ 三 重 県 立 城 山 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立

城 山 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 草 の 実 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 草 の 実 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 杉 の 子 養

護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 杉 の 子 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 緑 ヶ 丘 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 緑 ヶ 丘 特 別 支 援 学 校 ｣

に 、 ｢ 三 重 県 立 稲 葉 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 稲 葉 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 西 日 野 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特

別 支 援 学 校 西 日 野 に じ 学 園 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 度 会 養 護 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 度 会 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 養 護

学 校 東 紀 州 く ろ し お 学 園 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 東 紀 州 く ろ し お 学 園 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 養 護 学 校 東 紀 州 く ろ

し お 学 園 お わ せ 分 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 東 紀 州 く ろ し お 学 園 お わ せ 分 校 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 養 護 学 校 玉 城

わ か ば 学 園 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 玉 城 わ か ば 学 園 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 養 護 学 校 伊 賀 つ ば さ 学 園 ｣ を ｢ 三 重 県

立 特 別 支 援 学 校 伊 賀 つ ば さ 学 園 ｣ に 、 ｢ 三 重 県 立 養 護 学 校 北 勢 き ら ら 学 園 ｣ を ｢ 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 北 勢 き ら

ら 学 園 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 ｢ 特 殊 学 校 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 中 ｢ 特 殊 学 校 の 幼 稚 部 及 び 高 等 部 ｣ を ｢ 特 別 支 援 学 校 ｣ に 、 ｢ 次 の 表 の と お り ｣ を ｢ 次 の 各 号 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の ｣ に 改 め 、 同 条 の 表 を 削 り 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

一 幼 稚 部 三 年 以 内

二 高 等 部 三 年

三 高 等 部 専 攻 科 三 年 以 内

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


